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相続税の生前贈与加算について知っていますか？これは相続開始前3～7年以内に、相続人

が被相続人から暦年課税制度による生前贈与を受けていた場合、この生前贈与財産を相続

財産にプラスして相続税を計算する仕組みのことです。2025年に亡くなった場合、相続開

始前3年以内の生前贈与が対象になります。「相続開始前3年以内」とは、相続開始日から起

算して3年前の応当日とされています。贈与により財産を取得したタイミングによって、相

続税の計算をする上で加算されるものかどうかが決まるため重要なポイントとなります。 

 

 

 

 

 

では、贈与財産の取得時期はどのように考えればよいでしょうか。相続税法基本通達には、

財産取得の時期の原則として、次のような規定があります。 

 

（贈与の場合） 

 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、 

書面によらないものについてはその履行の時 

 

つまり、贈与契約書を作成したかどうかにより取得時期が異なるということが分かります。 

では、ここで事例を検討してみたいと思います。2022年にAとBは次の贈与契約書を作成し

贈与を行い、2025年にAが亡くなりました。この贈与は相続税の計算上、加算すべき贈与で

しょうか？ 

 

 

 

答えは、加算する必要はありませ

ん。履行日は2022年1月31日です

が、書面による贈与の場合には効

力発生日、つまり贈与契約日の

2022年1月1日が財産の取得日とな

るからです。2022年1月1日は、相

続開始日から起算して3年前の応

当日2022年1月15日より前になる

ため、加算の対象外となります。 

相続発生日：2025/1/15  

被 相 続 人：母 A 相続人：長男 B 
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事例 

相続開始日 

2025/1/1 加算 

贈与日 

3 年前の 

応当日 贈与日 

● ● ●● 

2022/1/1 加算対象外 


